
【表紙】 

【提出書類】 有価証券報告書 

【根拠条文】 証券取引法第24条第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成19年３月15日 

【事業年度】 第６期（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日） 

【会社名】 ゴメス・コンサルティング株式会社 

【英訳名】 Gomez Consulting Co., Ltd. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役 執行役員ＣＥＯ  西村 徹 

【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目６番１号 

【電話番号】 （０３）６２２９－０８１３ 

【事務連絡者氏名】 執行役員ＣＦＯ 管理部長  五関 智紀 

【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木一丁目６番１号 

【電話番号】 （０３）６２２９－０８１３ 

【事務連絡者氏名】 執行役員ＣＦＯ 管理部長  五関 智紀 

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所 

（大阪市中央区北浜一丁目８番16号） 



第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は第４期

においては非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。 

３．株価収益率については、当社株式は第４期においては、非上場でありますので記載しておりません。 

４．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、（ ）内に派遣社員及びアルバイトの年間平均人員を外数で

記載しております。 

５．従業員には、使用人兼務役員、契約社員が含まれております。 

６．当社は第４期より連結財務諸表を作成しておりますが、連結子会社であったイー・アドバイザー株式会社の

全株式を平成17年10月12日付で売却し、連結子会社がなくなりましたので、第５期より連結財務諸表を作成

しておりません。 

７．当社は、第４期の連結財務諸表につきましては、証券取引法第193条の２の規定に基づき、中央青山監査法

人（現：みすず監査法人）の監査を受けております。 

回次 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 

決算年月 平成14年12月 平成15年12月 平成16年12月 平成17年12月 平成18年12月 

売上高 （千円） － － 302,945 － － 

経常利益 （千円） － － 81,689 － － 

当期純利益 （千円） － － 34,263 － － 

純資産額 （千円） － － 543,213 － － 

総資産額 （千円） － － 677,495 － － 

１株当たり純資産額 （円） － － 98,805.75 － － 

１株当たり当期純利益金

額 
（円） － － 7,471.75 － － 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額 
（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） － － 80.2 － － 

自己資本利益率 （％） － － 6.3 － － 

株価収益率 （倍） － － － － － 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － － 35,476 － － 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － － 142,966 － － 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － － － － － 

現金及び現金同等物の期

末残高 
（千円） － － 528,032 － － 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者

数） 

（人） 
－ 

(－) 

－ 

(－) 

21 

(6) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．当社には関連会社がありませんので、「持分法を適用した場合の投資利益」については記載しておりませ

ん。 

３．第２期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

４．第３期から第５期までの潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありま

すが、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。 

５．第２期から第５期までの株価収益率については、当社株式は非上場でありますので記載しておりません。 

回次 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 

決算年月 平成14年12月 平成15年12月 平成16年12月 平成17年12月 平成18年12月 

売上高 （千円） 133,834 162,592 234,415 372,782 512,954 

経常利益 （千円） 28,029 53,975 80,054 127,481 159,751 

当期純利益 （千円） 15,977 31,393 32,878 95,246 93,875 

持分法を適用した場合の

投資利益 
（千円） － － － － － 

資本金 （千円） 300,100 300,100 300,100 373,900 610,712 

発行済株式総数 （株） 4,000 4,000 5,482.61 6,220.61 7,270.61 

純資産額 （千円） 333,544 364,937 541,751 783,098 1,348,098 

総資産額 （千円） 354,752 410,931 605,592 894,320 1,436,457 

１株当たり純資産額 （円） 83,386.04 90,884.41 98,539.06 125,485.78 185,417.51 

１株当たり配当額 

（うち１株当たり中間配

当額） 

（円） 
－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

１株当たり当期純利益金

額 
（円） 3,994.34 7,498.36 7,155.95 15,754.51 14,182.71 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額 
（円） － － － － 13,264.85 

自己資本比率 （％） 94.0 88.8 89.5 87.6 93.8 

自己資本利益率 （％） 4.9 9.0 7.3 14.4 8.8 

株価収益率 （倍） － － － － 51.6 

配当性向 （％） － － － － － 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － － － 82,676 59,192 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － － － 173,164 △18,996 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － － － 146,777 463,739 

現金及び現金同等物の期

末残高 
（千円） － － － 784,904 1,288,839 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者

数） 

（人） 
7 

(6) 

9 

(7) 

10 

(5) 

15 

(7) 

21 

(5) 



６．第４期の「営業活動によるキャッシュ・フロー」、「投資活動によるキャッシュ・フロー」、「財務活動に

よるキャッシュ・フロー」及び「現金及び現金同等物の期末残高」については、連結財務諸表を作成してい

るため記載を省略しております。 

７．第４期の発行済株式総数の増加はイー・アドバイザー株式会社を完全子会社とする株式交換によるものであ

ります。第三者による企業価値評価に基づき、平成16年９月28日にモーニングスター株式会社所有のイー・

アドバイザー株式会社株式17,140株（同社発行済株式全株）に対し、当社株式1,482.61株を割当交付し、全

額資本準備金に組入れております。 

８．当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、第４期及び第５期の財務諸表につきましては、中央青山

監査法人（現：みすず監査法人）の監査を受けており、第６期の財務諸表につきましては監査法人トーマツ

の監査を受けておりますが、第２期及び第３期の財務諸表については監査を受けておりません。 



２【沿革】 

年月 事項 

平成13年３月 インターネット上で提供されるサービスを中立的な立場から評価・分析し、インターネット利用

者への情報提供や企業向けアドバイスサービスを行うことを目的として、ゴメス株式会社を東京

都千代田区に設立（資本金３億10万円） 

平成13年７月 ウェブサイトランキングの発表を開始 

平成15年１月 本社事務所を東京都港区に移転 

平成15年５月 米国Gomez, Inc.が開発した、ウェブサイトの表示速度や安定性を測定するサービス「Gomez Per

formance Networks（GPN）」を、日本で当社が販売代理店として営業開始 

平成16年９月 職域マーケットを中心としたライフプランセミナーの開催やライフプランニング支援ツールのAS

Pサービスなどを行うイー・アドバイザー株式会社を株式交換により完全子会社化 

平成17年１月 携帯電話向けウェブサイトランキングの発表を開始 

平成17年７月 商号を「ゴメス株式会社」から「ゴメス・コンサルティング株式会社」に変更 

平成17年10月 連結子会社イー・アドバイザー株式会社の全株式をモーニングスター株式会社に譲渡 

平成18年４月 SEO（Search Engine Optimization：検索エンジン最適化）サービスを開始 

平成18年８月 視線追尾（アイトラッキング）分析サービスを開始 

平成18年８月 大阪証券取引所ヘラクレスに株式を上場 



３【事業の内容】 

(1）当社の事業内容について 

 当社は、Eコマースサイト等の調査・分析業務を通じて得たノウハウを活かし、「各業界のビジネス動向」と「イ

ンターネットの特性」の両面を捉えたウェブサイトの改善、サービス向上のためのアドバイスやマーケティングリサ

ーチといったコンサルティングサービスを企業向けに提供するとともに、企業の要望に応じて、ウェブサイトの多角

的な分析結果をもとにしたウェブサイトの構築サービスを行っております。 

 当社のサービスは、大別すると次のとおりであります。 

① アドバイザリ 

 「ウェブアナリスト分析」、「競合他社分析」、「ユーザビリティテスト」、「モニターアンケート調査」な

ど、ウェブサイトの改善を行うための様々な分析及びアドバイスサービスを提供しております。 

② サイト構築コンサルティング 

 ウェブサイトの多角的分析結果をもとに、ユーザーに最も使いやすく、かつ顧客企業の収益に貢献するウェブ

サイトの構築を行っております。 

③ サポート 

 ユーザーに最も使いやすく、かつ顧客企業の収益に貢献するウェブサイトを維持していくために必要な継続的

な分析やウェブサイトの運用サービスを行っております。 

④ GPN（Gomez Performance Networks） 

 米国Gomez, Inc.との提携により、ウェブサイトの表示速度やエラーの発生状況などをリアルタイムに計測・

監視するツール「GPN（Gomez Performance Networks）」をASPサービスとして提供しています。また、GPNによ

る測定結果をレポート形式で提供するサービスも行っております。 

⑤ SEO（Search Engine Optimization） 

 検索エンジンにおいてウェブサイトを上位表示させ、集客力を高めるためのアドバイスサービスを行っており

ます。 

(2）ランキング情報の提供について 

 当社がEコマースサイトを中心にユーザーの視点で評価・ランキング付けし、自社のウェブサイト上

（http://www.gomez.co.jp/）で提供しております評価情報は、平成18年12月末時点で携帯電話向けウェブサイトを

含め32カテゴリ413サイトとなっており、一般のインターネットユーザーから企業のウェブサイト運営者まで様々な

方にご利用いただいています。 

当社ウェブサイト上で提供しているランキング情報（平成18年12月末現在） 

（金融・マネー・ＩＲ） 

オンラインバンキング 

オンライン専業銀行・支店 

オンライン証券 

総合証券オンライン 

クレジットカード 

商品先物取引 

自動車保険 

医療保険 

ＩＲサイト総合 

（トラベル） 

海外ツアー旅行 

国内ツアー旅行 

海外航空券 

国内航空券 

国内レジャー宿泊予約 

国内ビジネス宿泊予約 

（モバイル） 

モバイルバンキング 

モバイルオンライン証券 

モバイルクレジットカード 

モバイルアルバイト情報 

モバイル中古車情報サイト 

モバイル公演チケット 

（不動産） 

新築不動産情報 

中古不動産情報 

賃貸不動産情報 

不動産分譲 

（ヒューマンリソース） 

転職情報 

人材派遣 

アルバイト情報 

（ショッピング・その他） 

公演チケット 

光接続プロバイダー 

中古車情報サイト 

通販化粧品メーカー 



［事業系統図］ 



４【関係会社の状況】 

 （注）１．有価証券報告書を提出しております。 

２．議決権の被所有割合の（ ）内は、間接被所有割合で内数にて表記しております。 

３．資本金は、平成18年12月31日現在で記載しております。 

名称 住所 
資本金 
（百万円） 

主要な事業の内容 
議決権の所有割合
又は被所有割合 

（％） 
関係内容 

（親会社）           

ＳＢＩホールディン

グス株式会社 

（注）１ 

東京都港区 54,567 

株式等の保有を通

じた企業グループ

の統括・運営 

（被所有） 

74.8 

(74.8) 

（注）２ 

役員の兼任１名 

商品・サービスの

販売 

業務の委託、不動

産賃借等 

モーニングスター株

式会社（注）１ 
東京都港区 2,091 

インターネットに

よる投資信託を主

体とした金融商品

の評価情報提供 

（被所有） 

68.5 
役員の兼任１名 



５【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員（契約社員を含む。）であり、臨時雇用者数（アルバイト、人材会社からの派遣社員を

含む。）は、年間の平均人員を（ ）内に外数で記載しております。 

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

３．従業員数が前期末に比べ６名増加しましたのは、業容拡大に伴う採用によるものであります。 

(2）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成18年12月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

21（５） 30.8 1.7 6,176,814 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当事業年度における国内経済は、原油高が懸念されたものの、持続的な景気回復局面を迎え、大企業の設備投資意

欲の高まりや個人消費の上向きが見られる状況となりました。 

 当社の事業に関連の深いインターネット分野においては、総務省による平成17年「通信利用動向調査」によれば、

平成17年末におけるインターネット利用者数は8,529万人、人口普及率は66.8%に達し、また、インターネット利用者

数に占めるブロードバンド回線利用者数の割合が55.2%となるなど、インターネットが社会インフラとして定着しま

した。さらに、個人のインターネット利用端末については、携帯電話等の移動端末の利用者数が6,923万人に達し、

PC利用者数（6,601万人）をはじめて逆転するなど、モバイル化が更に進展しました。インターネットの本格的な普

及に伴い、企業におけるウェブサイトの重要性は益々高まり、Eコマースを展開する企業のみならず、より多くの企

業において自社の目的を達成するためのウェブ戦略の重要性が強く認識されるようになっています。 

 こうした中で当社は、当事業年度の取り組みとして、携帯電話向けサイト分析・制作業務の拡充、SEO業務の開

始、ウェブサイトの方向性提案に関わるアドバイザリ業務の強化、ウェブサイトの分析精度向上のための視線追尾

（利用者がPC画面のどこを見たか、視線の動きを記録する）システムの導入などを実施いたしました。また、当社が

Eコマースサイトを中心にインターネット利用者の視点で評価・ランキング付けし、自社のウェブサイト上で提供し

ております評価情報は、平成18年12月末時点で携帯電話向けウェブサイトを含め32カテゴリ413サイトとなってお

り、一般のインターネット利用者から企業のウェブサイト運営者まで様々な方にご利用いただいております。 

 この結果、当社のサービスに対する需要も着実に高まり、当事業年度の売上高は、512百万円（前年同期比37.6％

増）となりました。商品・サービス別売上高の状況では、金融機関からのウェブサイト制作依頼が好調だったほか、

旅行会社向け業務が伸び、サイト構築コンサルティング売上が238百万円（前年同期比42.4％増）となりました。ま

た、モバイルサイトの企画・設計業務やウェブサイトの方向性提案に関わるアドバイザリ業務が寄与し、主力である

金融機関向け業務が堅調に推移したアドバイザリ売上は、145百万円（前年同期比32.3％増）となりました。サポー

ト売上は、当社がウェブサイトの構築・リニューアルを行った企業からのウェブサイトの更新業務が寄与し、72百万

円（前年同期比12.9％増）となりました。GPN売上は、金融機関に加えてメーカーや情報サービス関連企業向け業務

が拡大し、32百万円（前年同期比43.0％増）となりました。また、当事業年度より開始したSEO業務に係るSEO売上

は、19百万円となりました。 

 損益の状況については、ウェブサイト制作に伴うシステム開発外注費や調査に係る業務委託費、株式公開準備費

用、賃料の上昇などが費用の増加要因となりましたが、売上高が順調に推移し、営業利益160百万円（前年同期比

25.6％増）、経常利益159百万円（同25.3％増）、当期純利益93百万円（同1.4％減）となりました。なお、当期純利

益は前年同期比1.4％減となりましたが、これは前事業年度に子会社株式売却益33百万円を特別利益に計上した特殊

要因によるものであります。 

商品・サービス別売上高内訳 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

第５期事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

第６期事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

サイト構築コンサルティング 167,612 45.0 238,726 46.5 

アドバイザリ 109,933 29.5 145,488 28.4 

サポート 64,065 17.2 72,352 14.1 

ＧＰＮ 22,904 6.1 32,759 6.4 

ＳＥＯ － － 19,241 3.7 

その他 8,268 2.2 4,385 0.9 

合計 372,782 100.0 512,954 100.0 



(2）キャッシュ・フロー 

 当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ503百万円

増加し、1,288百万円となりました。 

 当事業年度末におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度において営業活動の結果得られた資金は59百万円（前事業年度は82百万円の増加）となりました。増

加要因としては、主に税引前当期純利益159百万円、仕入債務の増加18百万円によるもので、減少要因としては、

売上債権の増加14百万円、法人税等の支払113百万円によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度において投資活動による資金の減少は18百万円（前事業年度は173百万円の増加）となりました。こ

れは固定資産購入による支払い６百万円と、オフィス増床に伴う保証金の追加差入による支出12百万円によるもの

であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度において財務活動の結果得られた資金は463百万円（前事業年度は146百万円の増加）となりました。

これは主として株式公開に際し行った公募増資によるものであります。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当社は、Eコマースに関するコンサルティング事業を行っており、提供するサービスの性格上、生産実績の記載

に馴染まないため、記載しておりません。 

(2）受注状況 

 生産実績と同様の理由により、記載しておりません。 

(3）販売実績 

 「第一部 企業情報 第２ 事業の状況 １ 業績等の概要 (1）業績」に記載のとおりであります。なお、最

近２事業年度の主要な販売先及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．ファイナンス・オール株式会社は、平成18年３月１日付でSBIホールディングス株式会社と合併しておりま

す。 

相手先 
前事業年度 当事業年度 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

ＳＢＩホールディングス株式会社 20,528 5.5 84,210 16.4 

ファイナンス・オール株式会社

（注）２ 
38,788 10.4 － － 



３【対処すべき課題】 

 当社は、Eコマースサイトの比較評価を行い、中立的な第三者としての立場から情報提供することを通じてインタ

ーネットユーザーの知識向上とEコマースの発展に貢献すべく、事業を展開しております。Eコマースの市場規模は、

近年のブロードバンドやモバイルインターネットの普及も追い風となって順調な拡大を見せており、今後も更なる事

業の拡大、経営効率の向上を図るため、以下の課題に重点を置いて対処していく所存であります。 

(1）コンサルティングサービスの拡充 

 インターネットマーケティング業界においては、サービス内容、収益モデル、利用技術、企業規模など様々な

面で異なる多数のプレーヤーが市場を形成しながら、顧客企業のニーズに対応して総合的なマーケティング戦略

を提案するため、各企業は関連するサービスに積極的に進出してきております。そのため今後は、ウェブマーケ

ティング、広告、リサーチ、ウェブサイト構築といったインターネットマーケティングのあらゆる手法をトータ

ルに提供できる企業が業界を牽引していくと考えられます。当社は、こうした状況に対応し、従来のウェブサイ

トの分析、評価、構築業務による「顧客（ユーザー）維持戦略」の提案に加え、「顧客（ユーザー）獲得戦略」

としてのSEOサービスの提供を当事業年度より開始しました。今後も、ウェブサイトに関するコンサルティング

サービスを核としながら、インターネットユーザーの動向やウェブサイト運営企業のニーズに対応しながら事業

領域の拡大を図ってまいります。 

(2）評価情報の中立性及び信頼性の更なる向上 

 当社は、Eコマースサイトのランキング情報を公表する一方で、ランキング実施時の調査・分析から得られるウ

ェブサイトにおけるマーケティングノウハウやビジネス動向情報をもとに法人向けのコンサルティングサービスを

行っております。当社のランキングは、当社のリサーチアナリストが公平・中立的な立場で評価した結果に基づい

たものであり、コンサルティングサービスを行うアドバイザーの意見によってランキングの結果が左右されない体

制を構築しておりますが、今後もリサーチアナリストの独立性を高め、評価情報の中立性の確保を図ってまいりま

す。また、ユーザー視点によるウェブサイト評価を更に徹底するため、ユーザビリティテストやユーザーアンケー

トのほか、様々な仕組みを利用し、ユーザーの意見をこれまで以上に積極的に収集してまいります。 

(3）人材の確保と教育 

 当社が展開する事業は、変化の激しいインターネット、Eコマースに関する分野を主な事業領域としており、こ

の分野における高度な知識、経験、ノウハウを持ち、変化への対応力のある人材の確保が不可欠であります。ま

た、提供するサービスの性格上、個々の人材の能力に加え、事業規模の拡大のためには人員数の増加を図る必要が

あります。そのため、将来の事業拡大に備えた採用活動及び教育体制の構築を図っていく方針であります。 



４【事業等のリスク】 

 以下において、当社の事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載してお

ります。また、投資家の判断上、重要であると考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点

から以下に開示しております。当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合

の対応に努める方針ですが、本株式に関する投資判断は、以下の記載事項及び本項記載以外の記載事項を慎重に検討

した上で行われる必要があります。なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成19年３月

15日）現在において当社が判断したものであります。 

(1）ウェブサイトに関するコンサルティング事業について 

 インターネットの本格的な普及に伴い、企業におけるウェブサイトの重要性は近年益々高まり、Eコマースを

展開する企業のみならず、より多くの企業において自社の目的を達成するためのウェブ戦略の展開が経営上の重

要な課題となっています。こうした背景から、当社が展開するウェブサイトに関するコンサルティング事業に対

するニーズも年々増加し、当社の過去５年間における業績は、下記のとおり順調に推移しております。なお、当

事業年度の当期純利益は前年同期比1.4％減となりましたが、これは前期に子会社株式売却益33,464千円を特別

利益に計上した特殊要因によるものであります。 

 今後については、ウェブサイトに関するコンサルティング事業を中核としながら、新規の収益基盤の構築も積極

的に図っていく所存でありますが、当社の業歴は浅く、ウェブサイトコンサルティング事業に対する今後の需要動

向を正確に予測することは困難な面もあり、過年度の財政状態及び経営成績だけでは、今後の当社の業績や成長性

を判断するには不十分な可能性があります。 

(2）インターネットマーケティング業界の動向について 

 当社が展開するウェブサイトに関するコンサルティング事業は、企業のウェブ戦略をサポートするという意味で

インターネットマーケティング業界に属しており、当業界は、インターネット広告代理店、アフィリエイト広告サ

ービス会社、検索エンジンマーケティング会社、インターネット市場調査会社、比較サイト運営会社、ウェブサイ

ト制作会社など、サービス内容、収益モデル、利用技術、企業規模など様々な面で異なる多数のプレーヤーが市場

を形成しています。 

 このような状況にある当業界において当社は、企業のウェブサイトに関するランキング発表を幅広い業種を対象

として継続的に行い、ユーザー視点のウェブサイト評価基準を基にコンサルティングサービスを展開する事業モデ

ルを採用しています。また、ランキングによる調査・分析業務を通じて得たノウハウを活かし、「各業界のビジネ

ス動向」と「インターネットの特性」の両面を捉えたコンサルティング事業を行う当社は、当業界において一定の

優位性を持つものと認識しております。 

 しかしながら、当業界の各プレーヤーは、顧客のニーズに対応して総合的なウェブ戦略を提案するため、関連す

る周辺サービスに積極的な進出を図っており、あるいは、当社が顧客のニーズに応じて新たなサービスに進出する

ことで、業界内の新たな競合関係が発生し、競争が激化した場合には、当社の優位性を維持できるという保証はな

く、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

(3）ウェブサイトランキングについて 

 当社は、ウェブサイトのランキング情報を公表する一方で、ランキング実施時の調査・分析から得られるウェブ

サイトにおけるマーケティングノウハウやビジネス動向の情報を活かし法人向けのコンサルティングサービスを行

っており、ランキングにノミネートされた企業からの契約獲得が当社の顧客基盤拡大において重要な役割を果たし

ております。ランキング実施時のノミネート企業には、コンサルティングサービスを現に提供している、あるいは

過去に提供した企業が含まれています。そのため、顧客の獲得にあたっては、当社のランキング結果の公平・中立

性が強く求められることとなります。 

 当社のランキングは、当社のリサーチアナリストがユーザーの視点から公平・中立的な立場で評価した結果に基

づいたものであり、コンサルティングサービスを行うアドバイザーの意見によってランキングの結果が左右されな

い体制を構築しております。しかし、当社のランキング結果に対する信頼性が風評等により損なわれた場合には、

当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

決算期 平成14年12月期 平成15年12月期 平成16年12月期 平成17年12月期 平成18年12月期

 売上高  （千円） 133,834 162,592 234,415 372,782 512,954 

 経常利益 （千円） 28,029 53,975 80,054 127,481 159,751 

 当期純利益（千円） 15,977 31,393 32,878 95,246 93,875 



(4）技術革新への対応について 

 インターネット関連技術は技術革新が日々進んでおり、新技術の登場により、業界標準や技術標準、顧客ニーズ

が変化します。これらの新技術への対応が遅れた場合、当社の提供するサービスが陳腐化し、業界内での競争力を

維持できなくなる可能性があります。また、新技術への対応のために、新たな社内体制の構築及びシステム開発等

の多額の費用負担が発生する場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

(5）特定業界への高い販売割合について 

 当社の顧客は銀行等の金融機関が多く、当社売上高に占める割合も高いものとなっています。これは、平成13年

の当社設立当初において、オンラインバンク、オンライン証券など金融機関のウェブサイトランキングを中心に発

表しており、顧客も金融機関が中心であったことに加え、インターネット金融の伸長に伴い、既存クライアントか

ら継続的に契約を獲得してきたためであります。このため、人材関連、航空・旅行関連、不動産関連をはじめとし

た非金融業種の顧客基盤拡大を推し進めておりますが、銀行等のウェブ戦略における外部企業の活用方針が変更さ

れた場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

(6）米国Gomez, Inc.との関係について 

 当社は、平成13年3月にEコマースに関する独自の評価ノウハウを有する米国Gomez, Inc.とモーニングスター株

式会社及びソフトバンク・インベストメント株式会社（現 SBIホールディングス株式会社）、株式会社ソフィアバ

ンクとの合弁会社として設立されました。同年11月には、米国Gomez, Inc.の保有する全ての当社株式をモーニン

グスター株式会社が譲り受け、同社が当社の親会社となりました。この際当社は、ウェブサイトの評価・分析事業

に関連する資産の日本における権利を米国Gomez, Inc.より譲り受けており、米国Gomez, Inc.の評価・分析ノウハ

ウを引き継ぎながらも、現在は日本独自の事業展開を行っております。 

 なお、米国Gomez, Inc.が行っていたウェブサイトの評価・分析事業は、平成16年３月に米国

Watchfire Corporationへ営業譲渡されており（平成17年12月に同事業は、米国Watchfire Corporationから米国

Keynote Systems, Inc.に営業譲渡されております）、現在の米国Gomez, Inc.はウェブサイトの評価・分析事業を

行っておりませんが、当社は既に日本のEコマースに関する独自の評価ノウハウを蓄積しているため、これによる

当社の事業展開に対する影響はありません。 

 また、米国Gomez, Inc.との資本関係は解消されておりますが、当社は、同社との提携により、ウェブサイトの

表示速度やエラーの発生状況などをリアルタイムに計測・監視するツール「Gomez Performance Networks

（GPN）」を利用したサービスを行っており、現在も良好な関係を継続しております。なお、何らかの理由により

米国Gomez, Inc.との契約が解消された場合や、米国Gomez, Inc.がGPNを停止する事態に至った場合、当社がGPNを

利用したサービスを提供できなくなり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

(7）コンピュータシステム等のトラブルについて 

 当社は、インターネット及びサーバを介して各種評価情報の提供を行っておりますが、システムへの予想を越え

るアクセス数の増加による過負荷、機器やソフトウェアの不具合、人為的ミス、回線障害、コンピュータウィル

ス、ハッカー等による悪意の妨害行為のほか、自然災害によってもシステム障害が起こる可能性があります。当社

では、様々なシステム障害対策を講じておりますが、何らかの理由により障害が発生した場合、顧客やユーザーか

らの信頼性低下につながる可能性があります。 

(8）SBIグループについて 

① SBIグループにおける当社の位置付け 

 SBIグループは、SBIホールディングス株式会社を中心に、ベンチャー企業などへの投資を行うファンドの設

定・運営を行う「アセットマネジメント事業」、投資家に対して証券取引や商品先物取引などの金融商品を提供

する他、株式公開引受・社債引受など投資銀行業務を行う「ブローカレッジ＆インベストメントバンキング事

業」、住宅ローンや金融商品の比較サイトの運営など金融に関連する幅広いサービスを取扱う「ファイナンシャ

ル・サービス事業」、不動産投資・開発など不動産関連ビジネスを行う「住宅不動産事業」、生活の様々な場面

で利用するサービスの比較サイトの運営などを行う「生活関連ネットワーク事業」の５つを中核事業としており

ます。 

 当社は、これら５つの中核事業のうち、「ファイナンシャル・サービス事業」の中核企業の１つであるモーニ

ングスター株式会社の子会社であります。モーニングスター株式会社は、中立的な第三者としての立場から消費

者や一般投資家の情報選択をサポートする事業をグループで展開しており、当社は、インターネット上で提供さ

れるサービスを中立的な立場から評価・分析し、インターネット利用者の利便性向上と、Eコマース市場の発展

に貢献するための情報提供や企業向けのアドバイスサービスを行うことでその一翼を担っております。 

 当社は、モーニングスター株式会社を含むSBIグループ内において唯一、ウェブサイトに関するコンサルティ



ング事業を行う企業であり、独立した経営を行っておりますが、将来のSBIグループの政策変更等により、当社

の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 



② SBIグループとの取引関係 

 当社は、米国Gomez, Inc.とSBIグループとの合弁会社として設立されたこと、また、当社設立当初において、

オンラインバンク、オンライン証券など金融機関のウェブサイトランキングを中心に発表しており、顧客も金融

機関が中心であったことから、金融関連サービスを幅広く手がけるSBIグループ（SBIホールディングス株式会

社、その子会社及び関連会社）向け売上高の当社売上高全体に占める割合は、平成18年12月期において32.1％と

なっています。今後、取引先を幅広い業種に拡げていくこと等により、SBIグループ向け売上高の割合は低下し

ていく見込みでありますが、SBIグループとの取引関係の変動が当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、売上取引その他SBIグループとの取引のうち、重要な取引については「第一部 企業情報 第５ 経理

の状況 財務諸表等 （1）財務諸表 注記事項 ［関連当事者との取引］」に記載しております。 

③ 役員の兼任 

 当社の非常勤を含む役員８名のうち、SBIグループ企業（SBIホールディングス株式会社、その子会社及び関連

会社）との兼任者は４名であり、その氏名並びに当社及び主なSBIグループ企業における役職は以下のとおりで

あります。取締役会長北尾吉孝は、深い金融知識と実務経験及び社外の幅広い人脈を持っており、当社の経営に

対する総合的な助言を得ることを目的として、当社が招聘したものであります。また、非常勤監査役稲垣浩平、

小川和久及び森田俊平については、監査体制強化のため、当社が招聘したものであります。なお、取締役会長北

尾吉孝は、当社の親会社であるモーニングスター株式会社の取締役執行役員CEOを兼任しております。 

(9）知的財産権について 

 当社では、事業の推進にあたって重要なウェブサイト評価システムについて、「プログラムの著作物に係る登録

の特例に関する法律」に基づき、ウェブサイトの評価に関するソフトウェアを文化庁長官から指定を受けた「指定

登録機関」である財団法人ソフトウェア情報センター（SOFTIC）に登録し、知的財産権の保護を図っております。

今後も同様に、新規の技術または手法を発明または考案した際や重要と考える著作物を創作した際には、特許権等

の出願、登録を進める所存であります。 

 なお、これまで当社は、知的財産権侵害に係る通知、請求を受けたことはありません。また知的財産権に関して

訴え（損害賠償や使用差し止めを含む）を起こされたことも、起こしたこともありません。しかし、特許権、実用

新案権、商標権、著作権等の知的財産権が、当社の事業に対してどのように適用されるかは予想困難であり、今

後、当社の事業分野における第三者の特許権等が成立した場合、または、既に現在の事業分野において当社が認識

していない特許権等が成立している場合、当該特許権の権利者より、損害賠償及び使用差し止め等の訴えを起こさ

れる可能性並びに当該特許に関する対価（ロイヤルティ）の支払等が発生する可能性があり、この場合は当社の財

政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

当社における役職 氏名 主なSBIグループ企業における役職 

取締役会長 北尾 吉孝 SBIホールディングス㈱代表取締役執行役員CEO 

監査役（非常勤） 稲垣 浩平 SBIホールディングス㈱法務部マネジャー 

監査役（非常勤） 小川 和久 モーニングスター㈱取締役執行役員CFO 

監査役（非常勤） 森田 俊平 SBIビジネス・ソリューションズ㈱代表取締役社長 



(10）情報管理体制について 

 当社はサービス提供にあたり、顧客企業の機密情報を取扱うほか、各種の個人情報を収集し活用することがあり

ます。これらの機密情報及び個人情報の流出や外部からの不正取得による被害の防止は、当社の事業にとって極め

て重要であり、必要なセキュリティ対策を講じております。なお、過去に情報の漏えいや破壊等が起こったことは

認識しておらず、情報漏えい等により損害賠償を請求されたこともありません。 

 しかし、今後企業情報または個人情報の漏えい等があった場合、当社に対する信頼性低下の可能性があるほか、

法的責任を問われる可能性もあり、その結果として当社の業績に影響を与える可能性があります。 

(11）事業体制について 

① 小規模組織における管理体制 

 当社は、当事業年度末（平成18年12月31日）現在、正社員・契約社員21名、派遣社員４名と規模が小さく、内

部管理体制もこのような規模に応じたものになっております。今後は事業拡大とともに人員の育成・増強と内部

管理体制の一層の充実を図る予定であります。しかし、人材の確保及び管理面の強化が予定どおり進捗しない場

合、業務の組織的な運営を行う上での効率性及び管理機能が低下する恐れがあり、業務に支障をきたす可能性が

あります。 

② 人材の確保 

 当社では、事業の拡大に応じて、優秀な人材を引き続き確保することが事業を成長軌道に乗せるために必要で

あり、評価分析を行うアナリスト、顧客ニーズに応じて様々な提案営業やコンサルティングのできる人材の確

保・育成が重要な課題であると考えております。そのため、継続的かつ積極的な採用活動を行うとともに、教育

体制の整備を進め、人材の定着を図るよう努めてまいります。しかしながら、当社の求める人材が十分に確保で

きない場合や人材の流出が進んだ場合には、当社の事業拡大及び業績の向上に影響が出る可能性があります。 

(12）株式に係るリスクについて 

① 新株予約権の行使による株式価値の希薄化 

 当社は、役員及び従業員の士気の向上及び優秀な人材の確保のため、ストックオプションとして新株予約権を

付与しております。当事業年度末（平成18年12月31日）現在における新株予約権の目的となる株式の数は520株

であり、当社発行済株式総数7,270.61株に対する割合は7.2％となっております。これらの新株予約権の行使が

行われた場合には、当社の１株当たりの株式価値は希薄化し、当社株価形成に影響を与える可能性があります。

② ベンチャーキャピタル及び投資事業組合の当社株式保有比率 

 当事業年度末（平成18年12月31日）現在における当社発行済株式総数は、7,270.61株であります。そのうちベ

ンチャーキャピタル及びベンチャーキャピタルが組成した投資事業組合（以下、「ＶＣ等」）が所有している株

式数は738株であり、その所有割合は発行済株式総数の10.2％であります。 

 一般的に、ＶＣ等による株式の所有目的は、株式公開後に当該株式を売却してキャピタルゲインを得ることで

あることから、ＶＣ等は所有する当社株式の一部又は全部を売却することが想定されます。なお、当該株式売却

により、短期的に需給バランスの悪化が生じる可能性があり、当社株式の市場価格に影響する可能性がありま

す。 



５【経営上の重要な契約等】 

ウェブサイトパフォーマンス測定ツールに関する契約 

相手方 契約の名称 契約内容 契約期間 

米国Gomez, Inc. 

RESELLER AGREEMENT 

（AMENDMENT NO.1 TO  

RESELLER AGREEMENT、

AMENDMENT NO.2 TO  

RESELLER AGREEMENT、

AMENDMENT NO.3 TO  

RESELLER AGREEMENTを

含む） 

ウェブサイトパフォーマンス測定ツ

ール 

「Gomez Performance Networks 

（GPN）」の利用及び販売代理店契

約 

自 平成17年９月１日 

至 平成18年８月31日 

（以降１年毎の自動更新） 



６【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

 当事業年度の財政状態及び経営成績の分析は、以下のとおりであります。なお、文中における将来に関する事項

は、有価証券報告書提出日（平成19年３月15日）現在において当社が判断したものであります。 

(1）重要な会計方針及び見積り 

 当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。こ

の財務諸表の作成にあたり、決算日現在における財政状態並びに事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状

況に影響を与える見積り及び判断を一定の会計基準の範囲内で行う必要があります。しかし、見積り特有の不確実

性が存在するため、実際の結果とこれらの見積りが異なる場合があります。 

 重要な会計方針については、「第一部 企業情報 第５ 経理の状況 財務諸表等 (1）財務諸表 重要な会計

方針」に記載のとおりであります。 

 なお、当社が行っている会計上の見積りのうち、重要なものとしては、繰延税金資産の計上があります。繰延税

金資産の計上にあたりましては、将来の課税所得の発生見込みを充分に検討しておりますが、繰延税金資産の全部

又は一部を将来回収できないと判断した場合、当該判断を行った期間に繰延税金資産の調整額を費用として計上す

ることになります。 

(2）経営成績の分析 

 「第一部 企業情報 第２ 事業の状況 １ 業績等の概要 (1）業績」に記載のとおりであります。 

(3）経営成績に重要な影響を与える要因について 

 「第一部 企業情報 第２ 事業の状況 ４ 事業等のリスク」に記載のとおりであります。 

(4）財政状態の分析 

（流動資産） 

 当事業年度末における流動資産の残高は、1,392百万円（前事業年度末874百万円）となり、517百万円増加しま

した。現金及び預金の増加503百万円及び売掛金の増加14百万円が主な要因です。現金及び預金は上場に伴う株式

発行による収入と売掛金の回収、前事業年度の法人税等の納税による増減が影響しており、売掛金は営業収入の増

加が主な要因であります。 

（固定資産） 

 当事業年度末における固定資産の残高は、35百万円（前事業年度末19百万円）となり、15百万円増加しました。

オフィス増床による敷金の追加差し入れ12百万円と固定資産の新規購入５百万円による増加が主な要因でありま

す。 

（繰延資産） 

 当事業年度末における繰延資産の残高は、８百万円（前事業年度末０百万円）となり、８百万円増加しました。

これは、上場に伴う株式発行に係る株式交付費が８百万円増加したことが主な要因であります。 

（流動負債） 

 当事業年度末における流動負債の残高は、88百万円（前事業年度末111百万円）となり、22百万円減少しまし

た。これは、前事業年度の法人税等を納付したこと及び、好調な営業活動に伴う外注費などの経費の増加により、

買掛金が増加したことが主な要因です。 

（固定負債） 

 前事業年度末及び当事業年度末において固定負債はありませんでした。 

（純資産） 

 当事業年度末における純資産合計は、1,348百万円（前事業年度末783百万円）となり、565百万円増加しまし

た。これは、上場に伴う新株の発行による資本金及び資本準備金の増加469百万円と当期純利益計上による利益剰

余金の増加93百万円が主な要因であります。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

 当事業年度において実施しました当社の設備投資の総額は6,735千円であり、その内訳は増床に伴うLAN工事及びパ

ーティション工事1,226千円、視線追尾システム一式への投資4,284千円、業務用ソフトウェアの購入1,225千円であ

ります。 

 なお、当事業年度において重要な設備の除却、売却等はありません。 

２【主要な設備の状況】 

 当社における主要な設備は、以下のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．従業員数の（ ）は、臨時雇用者数を外書しております。 

３．主要な賃借設備は以下のとおりであります。 

３【設備の新設、除却等の計画】 

 平成18年12月31日現在における重要な設備の新設、除却等の計画はありません。 

  平成18年12月31日現在

事業所名 
（所在地） 

設備の内容 

帳簿価額 
従業員数 
（人） 建物 

（千円） 
器具備品 
（千円） 

ソフトウェア
（千円） 

その他 
（千円） 

合計 
（千円） 

本社 

（東京都港区） 
事務所及び業務用ソフトウェア等 1,023 4,671 2,112 － 7,807 21

(5)

事業所名 設備の内容 面積（㎡） 
年間賃借料（千円） 
（共益費を含む） 

本社 建物 191.0 21,895 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注）「提出日現在発行数」欄には、平成19年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 20,000 

計 20,000 

種類 
事業年度末現在発行数（株）  
（平成18年12月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成19年３月15日） 

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名 

内容 

普通株式 7,270.61 7,270.61 
大阪証券取引所 

（ヘラクレス） 
－ 

計 7,270.61 7,270.61 － － 



(2）【新株予約権等の状況】 

 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。 

① 第１回新株予約権（平成15年３月14日定時株主総会決議） 

 （注）１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただ

し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数につい

てのみ行われ、調整の結果0.01株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。 

また、新株予約権発行後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当

社が他社と株式交換を行う場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、当社は必要と認める株

式の数の調整を行います。 

２．新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生のときをもって次の算式

により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。 

また、新株予約権発行後、行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約

権の行使による場合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は

切り上げます。 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社の保有する自己株式の総数を

控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「１

株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」に、それぞれ読み替えるものとします。 

さらに、新株予約権発行後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、

当社が他社と株式交換を行う場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、当社は必要と認める

行使価額の調整を行います。 

区分 
事業年度末現在 

（平成18年12月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年２月28日） 

新株予約権の数（個）（注）４ 330 330 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ─ ─ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）４ 330 330 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 88,500 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年３月15日 

至 平成25年３月14日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   88,500 

資本組入額  44,250 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するに

は取締役会の承認を要す

る。 

同左 

代用払込みに関する事項 ─ ─ 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─ ─ 

  調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１ 

分割・併合の比率

調整後 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額 
× 
既発行

株式数 
＋ 
１株当たり

払込金額 
×
新発行

株式数

既発行株式数 ＋ 新発行株式数 



３．新株予約権の行使の条件 

(1）新株予約権者は、権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、従業員その他これに準ずる地位にあ

ることを要します。ただし、任期満了により取締役を退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場

合として当社の取締役会が認めた場合にはこの限りではありません。 

(2）新株予約権者は、以下の区分に従って権利を行使することができます。ただし、各新株予約権の一部の行

使はできないものとします。 

１．平成17年３月15日もしくは当社普通株式が日本国内の株式市場に上場した日のうちいずれか遅く到来す

る日から１年後応答日（以下「第一権利行使期限」という。）まで（同日を含む）は４分の１の個数

（ただし、本号に基づき行使可能な新株予約権の個数が１の整数倍でない場合は、１の整数倍に切り捨

てた数とする）。 

２．第一権利行使期限の翌日から１年後応答日（以下「第二権利行使期限」という。）まで（同日を含む）

は２分の１の個数（ただし、本号に基づき行使可能な新株予約権の個数が１の整数倍でない場合は、１

の整数倍に切り捨てた数とする）。 

３．第二権利行使期限の翌日から１年後応答日（以下「第三権利行使期限」という。）まで（同日を含む）

は４分の３の個数（ただし、本号に基づき行使可能な新株予約権の個数が１の整数倍でない場合は、１

の整数倍に切り捨てた数とする）。 

４．第三権利行使期限の翌日から平成25年３月14日までは、未行使の新株予約権すべて。 

(3）その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する契約に定めるところによります。

４．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失したものに係る新

株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じております。 



② 第２回新株予約権（平成17年６月２日臨時株主総会決議） 

 （注）１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただ

し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数につい

てのみ行われ、調整の結果0.01株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。 

また、新株予約権発行後、当社が他社と合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合又は資本

の減少を行う場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行います。 

２．新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生のときをもって次の算式

により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。 

また、新株予約権発行後、行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約

権の行使による場合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は

切り上げます。 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社の保有する自己株式の総数を

控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「１

株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」に、それぞれ読み替えるものとします。 

さらに、新株予約権発行後、当社が他社と合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合又は資

本の減少を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。 

３．新株予約権の行使の条件 

(1）新株予約権を行使するには、当社の発行する普通株式が株式市場に上場していることを要します。 

(2）新株予約権者は、権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、従業員その他これに準ずる地位にあ

ることを要します。ただし、任期満了により取締役を退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場

合として当社の取締役会が認めた場合にはこの限りではありません。 

区分 
事業年度末現在 

（平成18年12月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年２月28日） 

新株予約権の数（個）（注）４ 190 190 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ─ ─ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）４ 190 190 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 200,000 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成19年６月３日 

至 平成27年６月２日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   200,000 

資本組入額  100,000 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するに

は取締役会の承認を要す

る。 

同左 

代用払込みに関する事項 ─ ─ 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─ ─ 

  調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１ 

分割・併合の比率

調整後 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額 
× 
既発行

株式数 
＋ 
１株当たり

払込金額 
×
新発行

株式数

既発行株式数 ＋ 新発行株式数 



(3）その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する契約に定めるところによります。

４．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失したものに係る新

株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じております。 



(3）【ライツプランの内容】 

    該当事項はありません。 



(4）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

（注）１．イー・アドバイザー株式会社を完全子会社とする株式交換（交換比率１：0.0865） 

２．有償第三者割当  738株 

発行価格     200,000円 

資本組入額    100,000円 

割当先      SBIブロードバンドファンド１号投資事業有限責任組合 

SBIブロードバンドキャピタル株式会社※ 

※ SBIブロードバンドキャピタル株式会社は、当社株式を取得した匿名組合の営業者であります。 

３．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集） 

発行価格     510,000円 

引受価額     469,200円 

資本組入額    234,600円 

払込金総額   469,200千円 

４．新株予約権の行使による増加 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額 
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成16年９月28日

（注）１ 
1,482.61 5,482.61 － 300,100 145,334 145,334 

平成17年６月15日

（注）２ 
738 6,220.61 73,800 373,900 73,800 219,134 

平成18年８月16日 

（注）３ 
1,000 7,220.61 234,600 608,500 234,600 453,734 

平成18年１月１日 

～平成18年12月31日 

（注）４ 

50 7,270.61 2,212 610,712 2,212 455,947 



(5）【所有者別状況】 

(6）【大株主の状況】 

  平成18年12月31日現在

区分 

株式の状況 

端株の状況
（株） 政府及び地

方公共団体 
金融機関 証券会社 

その他の法
人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） － 4 12 10 1 － 518 545 － 

所有株式数 

（株） 
－ 345 226 5,732 10 － 957 7,270 0.61 

所有株式数の

割合（％） 
－ 4.75 3.11 78.84 0.14 － 13.16 100.00 － 

  平成18年12月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

モーニングスター株式会社 東京都港区六本木１－６－１ 4,982.61 68.53 

ＳＢＩブロードバンドファン

ド１号投資事業有限責任組合 
東京都港区六本木１－６－１ 458 6.30 

大阪証券金融株式会社 大阪府大阪市中央区北浜２－４－６ 285 3.92 

ＳＢＩブロードバンドキャピ

タル株式会社 
東京都港区六本木１－６－１ 280 3.85 

マネックス証券株式会社自己 東京都千代田区丸の内１－11－１ 54 0.74 

松井証券株式会社（業務口） 東京都千代田区麹町１－４ 42 0.58 

三菱ＵＦＪ証券株式会社 東京都千代田区丸の内２－４－１ 39 0.54 

松井証券株式会社（一般信用

口） 
東京都千代田区麹町１－４ 27 0.37 

日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海１－８－11 25 0.34 

ＳＭＢＣフレンド証券株式会

社自己融資口 
東京都中央区日本橋兜町７－12 22 0.30 

計 － 6,214.61 85.48 



(7）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

第三者割当等による取得者の株式等の移動状況 

平成17年６月15日に実施した第三者割当増資により発行した株式の取得者であるSBIブロードバンドファンド１号

投資事業有限責任組合及びSBIブロードバンドキャピタル株式会社から、大阪証券取引所の規則等により、当該株式

を公開（平成18年８月16日株式上場）後６ヶ月間保有する旨の確約書を得ております。なお、当該株式について当該

公開日から有価証券報告書の提出日までの間に、株式の移動は行われておりません。 

  平成18年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 7,270 7,270 － 

端株 普通株式      0.61 － － 

発行済株式総数 7,270.61 － － 

総株主の議決権 － 7,270 － 

  平成18年12月31日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 



(8）【ストックオプション制度の内容】 

 当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規

定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。 

 当該制度の内容は、以下の通りであります。 

① 第１回新株予約権（平成15年３月14日定時株主総会決議） 

 （注） 上記のうち、退職により従業員１名20株は、権利を喪失しております。 

② 第２回新株予約権（平成17年６月２日臨時株主総会決議） 

 （注） 上記のうち、退職により従業員１名30株は、権利を喪失しております。 

決議年月日 平成15年３月14日 

付与対象者の区分及び人数（名）（注） 
当社の取締役 ５名 

当社の従業員 ５名 

新株予約権の目的となる株式の種類 
「(2）新株予約権等の状況 ①」に記載しておりま

す。 

株式の数（株）（注） 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ─ 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─ 

決議年月日 平成17年６月２日 

付与対象者の区分及び人数（名）（注） 
当社の取締役 ３名 

当社の従業員 ５名 

新株予約権の目的となる株式の種類 
「(2）新株予約権等の状況 ②」に記載しておりま

す。 

株式の数（株）（注） 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ─ 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─ 



２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】 該当事項はありません。 

(1）【株主総会決議による取得の状況】 

  該当事項はありません。 

(2）【取締役会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

(3）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

該当事項はありません。 

(4）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

該当事項はありません。 



３【配当政策】 

 当社は、過去において配当を実施した経緯はありませんが、株主に対する利益還元を経営の重要課題の１つとして

認識しております。今後は、将来の事業拡大と経営体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、業績等を総合的

に勘案しながら利益配当を実施する方針です。 

 当社は、「取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に

定めており、当社における剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会

であります。なお、事業年度の変更に伴う経過措置として、第７期事業年度においては６月30日が中間配当の基準日

となります。 

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、大阪証券取引所ヘラクレスにおけるものであります。 

なお、平成18年８月16日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当

事項はありません。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、大阪証券取引所ヘラクレスにおけるものであります。 

なお、平成18年８月16日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当

事項はありません。 

回次 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 

決算年月 平成14年12月 平成15年12月 平成16年12月 平成17年12月 平成18年12月 

最高（円） － － － － 2,300,000 

最低（円） － － － － 671,000 

月別 平成18年７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 

最高（円） － 2,300,000 1,840,000 1,140,000 984,000 916,000 

最低（円） － 1,210,000 1,000,000 693,000 671,000 724,000 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数 
（株） 

代表取締役 執行役員CEO 西村 徹 昭和38年８月４日生 

昭和62年４月 ㈱リクルート 入社 

平成８年６月 ソフトバンク㈱ 入社 

平成11年４月 ソフトバンク・ファイナンス㈱

（現ソフトバンクテレコム㈱） 

入社 

平成11年４月 ソフトバンク・ファイナンス㈱

（現ソフトバンクテレコム㈱） 

人事部長 

平成13年４月 ソフトバンク・ファイナンス㈱

（現ソフトバンクテレコム㈱）よ

り当社へ出向 

平成13年11月 当社 取締役 

平成16年７月 当社 代表取締役社長 

平成17年４月 当社 代表取締役執行役員COO 

平成17年５月 イー・アドバイザー㈱ 取締役 

平成18年３月 当社 代表取締役執行役員CEO（現

任） 

平成18年５月

19日開催の臨

時株主総会か

ら２年間 

－ 

代表取締役 執行役員COO 森澤 正人 昭和49年７月29日生 

平成10年４月 ソフトバンク㈱ 入社 

平成11年４月 ソフトバンク・ファイナンス㈱

（現ソフトバンクテレコム㈱） 

入社 

平成13年４月 ソフトバンク・ファイナンス㈱

（現ソフトバンクテレコム㈱）よ

り当社へ出向 

平成15年３月 当社 入社 

平成15年３月 当社 取締役 

平成17年４月 当社 取締役執行役員CFO 

平成18年３月 当社 代表取締役執行役員COO（現

任） 

平成18年５月

19日開催の臨

時株主総会か

ら２年間 

－ 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数 
（株） 

取締役 会長 北尾 吉孝 昭和26年１月21日生 

昭和49年４月 野村證券㈱ 入社 

昭和53年６月 英国ケンブリッジ大学（経済学

部）卒業 

平成７年６月 ソフトバンク㈱ 常務取締役 

平成10年４月 モーニングスター㈱ 代表取締役 

平成11年７月 ソフトバンク・インベストメント

㈱（現SBIホールディングス㈱） 

代表取締役社長 

平成12年４月 モーニングスター㈱ 代表取締役

会長 

平成12年６月 ソフトバンク㈱ 取締役 

平成13年３月 当社 取締役会長 

平成13年11月 ソフトバンク・ファイナンス㈱

（現ソフトバンクテレコム㈱） 

代表取締役CEO 

平成15年４月 ファイナンス・オール㈱（現SBIホ

ールディングス㈱） 代表取締役

会長 

平成15年６月 ソフトバンク・インベストメント

㈱（現SBIホールディングス㈱）代

表取締役執行役員CEO（現任） 

平成16年７月 イー・トレード証券㈱（現SBIイ

ー・トレード証券㈱） 取締役会

長（現任） 

平成17年４月 当社 代表取締役執行役員CEO 

平成17年９月 当社 取締役会長（現任） 

平成17年12月 モーニングスター㈱ 執行役員CEO 

平成18年３月 モーニングスター㈱ 取締役執行

役員CEO（現任） 

平成18年５月

19日開催の臨

時株主総会か

ら２年間 

－ 

取締役 執行役員常務 大塚 啓二 昭和44年９月11日生 

平成７年２月 ㈱産案 入社 

平成11年９月 イー・トレード㈱（現SBIホールデ

ィングス㈱）入社 

平成15年３月 当社 入社 

平成17年６月 当社 取締役 

平成18年３月 当社 取締役執行役員常務（現

任） 

平成18年５月

19日開催の臨

時株主総会か

ら２年間 

－ 

 



 （注） 監査役田村威、稲垣浩平、小川和久及び森田俊平は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数 
（株） 

常勤監査役   田村 威 昭和10年１月５日生 

昭和33年４月 野村證券㈱ 入社 

昭和35年４月 野村證券投資信託委託㈱ 入社 

昭和63年12月 野村證券投資信託委託㈱ 取締役 

平成３年６月 ㈱日本投資信託制度研究所 専務

取締役 

平成４年６月 ㈱日本投資信託制度研究所 代表

取締役社長 

平成６年６月 ㈱日本投資信託制度研究所 常任

顧問 

平成13年３月 モーニングスター㈱ 取締役 

平成13年５月 モーニングスター・アセット・マ

ネジメント㈱ 代表取締役社長 

平成16年12月 当社 常勤監査役（現任） 

平成18年５月

19日開催の臨

時株主総会か

ら４年間 

－ 

監査役   稲垣 浩平 昭和46年１月28日生 

平成７年４月 芥川法律事務所 入社 

平成11年４月 ソフトバンク・ファイナンス㈱

（現ソフトバンクテレコム㈱） 

入社 

平成14年12月 当社 監査役（現任） 

平成16年12月 ソフトバンク・インベストメント

㈱（現SBIホールディングス㈱）入

社（現任） 

平成18年８月 SBI債権回収サービス㈱ 監査役

（現任） 

平成18年５月

19日開催の臨

時株主総会か

ら４年間 

－ 

監査役   小川 和久 昭和37年１月４日生 

昭和61年10月 英和監査法人(現あずさ監査

法人) 入社 

平成４年12月 青山監査法人(現みすず監査

法人) 入社 

平成６年６月 ㈱田中通商 取締役 

平成７年３月 青山監査法人(現みすず監査

法人) 入社 

平成７年８月 監査法人トーマツ 入社 

平成17年３月 モーニングスター㈱ 取締

役執行役員CFO（現任） 

平成19年３月 当社 監査役（現任） 

平成19年３月

14日開催の定

時株主総会か

ら４年間 

－ 

監査役   森田 俊平 昭和49年12月31日生 

平成10年４月 ソフトバンク㈱ 入社 

平成12年７月 オフィスワーク㈱（現SBIビ

ジネス・ソリューションズ

㈱） 代表取締役社長（現

任） 

平成19年３月 当社 監査役（現任） 

平成19年３月

14日開催の定

時株主総会か

ら４年間 

－ 

          計 － 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 当社は、経営の透明性及び健全性を高めるとともに、迅速な意思決定による効率的な経営を行うことが、当社の

全てのステークホルダーからの信頼を確保し、企業価値の増大を通じて株主に対する責任を果たしていく上で重要

であると認識しております。このような認識のもと、社内外に対する公正かつ適切な情報開示及び監査体制の充実

を図るとともに、更なる経営の効率性を追求し、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図っていく所存で

あります。 

 当事業年度末現在における、意思決定、業務執行、監査の仕組み及び内部統制の仕組みは以下の通りです。 

(2）コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

① 取締役会と執行役員制度 

 当社の取締役会は、取締役４名で構成されており、原則として毎月１回開催しております。取締役会において

は、経営に関する重要事項についての決定、業務執行状況の監督をしており、今後の対策・方針に関して積極的

な討議を行っております。また、取締役会の本来の機能と責任を明確にし、意思決定の効率化を図りつつ経営機

能の強化を行うことを目的として、執行役員制度を導入しております。 

 業務執行に関しては、執行役員CEO、執行役員COO、執行役員CFO及び執行役員常務の４名がこの任にあたって

おり、経営環境の変化に対応しうる柔軟な業務執行体制を構築しております。なお、執行役員のうち３名が取締

役との兼務であります（代表取締役執行役員CEO、代表取締役執行役員COO及び取締役執行役員常務）。 

② 監査役体制 

 当社は監査役制度を採用しております。当社の監査役は、監査役２名（うち１名は常勤）の体制となってお

り、全員が社外監査役であります。監査役は、取締役の業務執行について公正な立場に立って、経営のモニタリ

ングを行っております。また、監査役と監査法人は、中間決算及び本決算時に監査法人による監査手続実施のま

とめとして開催される監査報告会や必要に応じて開催する面談を通じて意見交換を行っております。 

 なお、平成19年３月14日開催の第６回定時株主総会において定款の一部変更及び監査役２名の選任が決議さ

れ、監査役４名（うち１名は常勤）で構成される監査役会を設置しております。 



③ 内部監査体制 

 当社では独立した内部監査室を設置しておりませんが、公正な立場に立って会社の業務活動を監視する内部監

査担当者を管理部に設けております。なお、管理部の内部監査は、自己監査にならないように、原則として代表

取締役の命を受けた管理部以外の者が実施しております。 

 また、内部監査担当者と監査役が週１回討議を行うなど、積極的に互いの連携を深めながら、経営が適正かつ

効率的に行われているかどうかという観点から監査を行っております。 

④ 監査法人 

 当社は、監査法人トーマツと証券取引法の規定に基づく監査について監査契約を締結し、当該監査法人の監査

を受けております。 

平成18年12月期における会計監査体制は以下のとおりであります。 

会計監査業務にかかわる補助者の構成 

公認会計士２名 会計士補４名 

中央青山監査法人（現みすず監査法人）により行われた当社の上場準備に係る監査業務については上記に含め

ておりません。 

 なお、監査法人トーマツは、平成19年３月14日開催の第６回定時株主総会の決議により、会社法の規定に基づ

く会計監査人に選任されております。 

⑤ 社外取締役及び社外監査役との関係 

 当社は、社外取締役の選任を行っておりません。社外監査役２名については、当社との人的関係、資本的関係

又は取引関係その他の利害関係はございません。 

⑥ 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況 

 当社は、企業経営の透明性と健全性を維持し、迅速な経営判断による各種施策を効率的に執行するためには、

内部統制システムを整備し、健全な内部統制システムにより、業務執行を行うことが重要であると認識しており

ます。また、健全な内部統制システムは、以下の体制を採る必要があると考え、整備に努め、実施しておりま

す。 

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

１．当社は、法令遵守及び倫理的行動が、当社の経営理念・ビジョンの実現の前提であることを、代表取締役

をして全役職員に徹底させるものとする。 

２．当社は、取締役会規程に基づき原則として毎月１回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を

開催することにより、取締役間の意思疎通を図るとともに、代表取締役の業務執行を監督し、法令・定款

違反行為を未然に防止するものとする。 

３．当社は、取締役会の決議によりコンプライアンス担当役員を定め、当社のコンプライアンス上の課題・問

題の把握に努めさせるとともに、内部監査部門を設置し、内部監査部門が必要に応じて外部専門家の協力

を得て、取締役及び使用人による職務の執行を監査し、法令・定款違反行為を未然に防止するものとす

る。コンプライアンス担当役員は、内部監査の結果について、６ヶ月に一度、取締役会に報告するほか、

監査役の求めに応じて報告するものとする。 

４．当社は、取締役及び使用人が当社における法令・定款違反行為その他コンプライアンスに関する重要な事

実を発見した場合に報告することを可能とするために、内部監査部門及び監査役に直接通報を行うための

情報システムを整備するものとする。 

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

１．当社は、取締役会の決議により文書保存管理規程を定め、取締役の職務の執行に係る情報を、文書又は電

磁的記録（以下「文書等」という）に記載又は記録して保存し、管理するものとする。 

２．文書等は、取締役又は監査役が常時閲覧できるものとする。 

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

１．当社は、当社の業務執行及び経営理念・ビジョンの達成を阻害しうるリスクに対して、そのリスクを把握

し、適切に評価して管理するため、取締役会が定めるリスク管理規程に従い、リスク管理に関する責任者

公認会計士の氏名等 所属する監査法人 

指定社員 

業務執行社員 

井上 隆司 
監査法人トーマツ 

遠藤 康彦 



としてリスク管理担当役員を定めるとともに、管理部門を管掌する部門長をして、これを補佐させるものとす

る。 

２．当社は、前項のリスクが顕在化した場合には、リスク管理規程に従い、リスク管理担当役員を責任者とす

る対策本部を設置し、当該リスクに関する情報が適時且つ適切にリスク管理担当役員及び必要な役職員に

共有される体制を整備し、当該リスクに対処するものとする。 

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

１．当社は、取締役会の決議により職務分掌を定め、取締役間の職務分担を明確にするものとする。 

２．当社は、適切且つ迅速な意思決定を可能とする情報システムを整備するものとする。 

３．当社は、原則として毎月１回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、各部門におい

て生じる問題の解決を適時且つ適切に行うとともに、問題解決から得られるノウハウを取締役に周知徹底

する。これにより、その担当職務の執行の効率化を図り、全社的な業務の効率化を図るものとする。 

(5) 当社及び親会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制  

１．当社は、当社の属する企業集団におけるコンプライアンス上の課題・問題の把握及び業務の適正の確保の

ため、コンプライアンス担当役員が、企業集団に属する会社のコンプライアンス担当者と共同で、企業集

団全体のコンプライアンスについて情報の交換を行うための会議を設置するものとし、企業集団に属する

会社から開催の請求があったときは、速やかに当該会議を開催する。 

２．取締役は、企業集団に属する会社において、重大な法令・定款違反行為その他のコンプライアンスに関す

る重要な事実を発見した場合には、当社の監査役に報告するものとし、報告を受けた監査役は、重要な事

実が発見された会社の監査役に通知するものとする。 

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及び当該使

用人の取締役からの独立性に関する事項 

 当社は、監査役から求めがあったときは、監査役の職務を補助しうる知見を有する使用人として内部監査

部門が指名する者を、監査役と協議のうえ定める期間中、取締役の指揮命令系統から独立した監査役の職務

を補助すべき使用人として置くものとし、当該使用人の人事異動及び人事評価については、監査役の意見を

尊重するものとする。 

(7) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 

１．取締役は、次の事項を知ったときは、取締役会において、監査役に適時且つ的確に報告するものとする。

 ア．会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項 

 イ．経営に関する重要な事項 

 ウ．内部監査に関連する重要な事項 

 エ．重大な法令・定款違反 

 オ．その他取締役が重要と判断する事項 

２．取締役は、監査役より前項アからエの事項について説明を求められたときは、速やかに詳細な説明を行う

ものとし、合理的な理由無く説明を拒んではならないものとする。 

３．当社は、取締役及び使用人が、法令・定款違反行為その他コンプライアンスに関する重要な事実を監査役

に対して直接報告するための情報システムを整備するものとする。 

(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

１．当社は、代表取締役をして監査役と定期的に会合を持たせ、経営上の課題及び問題点の情報共有に努める

ほか、必要に応じて、監査役及び内部監査部門の情報共有を図るものとする。 

２．当社は、監査役から前項の会合の開催の要求があったときは、速やかにこれを開催するものとする。 

(3）役員報酬及び監査報酬 

 当社の取締役及び監査役に対する役員報酬、並びに監査法人に対する監査報酬は以下の通りであります。 

役員報酬 

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。 

２．当事業年度に係る役員賞与はありません。 

区分 
報酬等の総額 うち社外役員分 

支給人員 支給額 支給人員 支給額 

取締役 3名 29,914千円 －名 －千円 

監査役 1 4,000 1 4,000 

合計 4 33,914 1 4,000 



監査報酬 

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬  7,500千円 

上記以外の業務に基づく報酬                －千円 

なお、監査法人トーマツに対する上記監査報酬のほか、中央青山監査法人（現みすず監査法人）に対して、当社

の上場準備に係る監査報酬（上場申請のための半期報告書の監査証明、コンフォートレターの作成、四半期財務情

報のレビューに係る報酬等）を以下の通り支払っております。 

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬  9,520千円 

上記以外の業務に基づく報酬                －千円 

(4）責任限定契約の内容の概要 

当社と各社外役員は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締

結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、100万円と法令の定める最低限度額とのいずれか高い額と

なります。 

(5）取締役の定数 

当社の取締役は７名以内とする旨定款に定めております。 

(6）取締役の選任の決議要件 

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。 

(7）株主総会の特別決議要件 

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主

の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めておりま

す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的

とするものであります。 



第５【経理の状況】 

１．財務諸表の作成方法について 

 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、第５期事業年度（平成17年１月１日から平成17年12月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、第

６期事業年度（平成18年１月１日から平成18年12月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しており

ます。 

 ただし、第５期事業年度（平成17年１月１日から平成17年12月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第２項のただし

書きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、第５期事業年度（平成17年１月１日から平成17年12月31日ま

で）の財務諸表については中央青山監査法人により監査を受け、また第６期事業年度（平成18年１月１日から平成18

年12月31日まで）の財務諸表については監査法人トーマツにより監査を受けております。 

 なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。 

 第５期事業年度（平成17年１月１日から平成17年12月31日まで）  中央青山監査法人（現：みすず監査法人） 

 第６期事業年度（平成18年１月１日から平成18年12月31日まで）  監査法人トーマツ 

 なお、前事業年度に係る監査報告書は、平成18年７月13日提出の有価証券届出書に添付されたものによっておりま

す。 

３．連結財務諸表について 

 当社は第４期連結会計年度（平成16年１月１日から平成16年12月31日まで）において連結財務諸表を作成しており

ましたが、平成17年10月12日付で子会社であるイー・アドバイザー株式会社の全株式を売却し、連結子会社がなくな

りましたので、第５期事業年度（平成17年１月１日から平成17年12月31日まで）より連結財務諸表は作成しておりま

せん。 



【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

    
第５期事業年度 

（平成17年12月31日） 
第６期事業年度 

（平成18年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  784,904 1,288,839 

２．売掛金  79,094 93,469 

３．仕掛品  1,124 － 

４．前払費用  3,501 3,731 

５．繰延税金資産  5,478 5,576 

６．その他  448 860 

流動資産合計  874,552 97.8 1,392,478 96.9

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1）建物  1,483 1,870   

減価償却累計額  693 790 847 1,023 

(2）器具備品  5,091 10,215   

減価償却累計額  4,425 666 5,543 4,671 

有形固定資産合計  1,456 0.1 5,695 0.4

２．無形固定資産    

(1）商標権  173 145 

(2）ソフトウェア  2,701 2,112 

(3）その他  592 592 

無形固定資産合計  3,467 0.4 2,850 0.2

３．投資その他の資産    

(1）繰延税金資産  209 281 

(2）差入保証金 ※１ 14,086 26,347 

投資その他の資産合計  14,296 1.6 26,628 1.9

固定資産合計  19,220 2.1 35,174 2.5

 



    
第５期事業年度 

（平成17年12月31日） 
第６期事業年度 

（平成18年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅲ 繰延資産    

１．新株発行費  548 － 

２. 株式交付費   － 8,805 

繰延資産合計  548 0.1 8,805 0.6

資産合計  894,320 100.0 1,436,457 100.0 

     

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  3,496 21,935 

２．未払金 ※１ 30,656 32,545 

３．未払法人税等  69,966 26,164 

４．未払消費税等  6,779 7,107 

５．前受収益  323 605 

流動負債合計  111,222 12.4 88,359 6.2

負債合計  111,222 12.4 88,359 6.2

     

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※２ 373,900 41.8 － －

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  219,134 －   

資本剰余金合計  219,134 24.5 － －

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  240 －   

２．当期未処分利益  189,823 －   

利益剰余金合計  190,063 21.3 － －

資本合計  783,098 87.6 － －

負債・資本合計  894,320 100.0 － － 

     
 



    
第５期事業年度 

（平成17年12月31日） 
第６期事業年度 

（平成18年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  － － 610,712 42.5

２．資本剰余金    

(1）資本準備金  － 455,947   

資本剰余金合計  － － 455,947 31.7

３．利益剰余金    

(1）利益準備金  － 240   

(2）その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  － 281,198   

利益剰余金合計  － － 281,438 19.6

株主資本合計  － － 1,348,098 93.8

純資産合計  － － 1,348,098 93.8

負債純資産合計  － － 1,436,457 100.0

     



②【損益計算書】 

    
第５期事業年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

第６期事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   372,782 100.0  512,954 100.0 

Ⅱ 売上原価      

当期製品製造原価   91,673 91,673 24.6 144,845 144,845 28.2

売上総利益   281,109 75.4  368,108 71.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 153,476 41.2  207,782 40.5

営業利益   127,632 34.2  160,326 31.3

Ⅳ 営業外収益      

１．受取利息   282 887   

２．生命保険配当金   53 163   

３．その他   1 337 0.1 25 1,076 0.2

Ⅴ 営業外費用      

１．為替差損   215 23   

２．新株発行費償却   274 －   

３．株式交付費償却   － 489 0.1 1,628 1,651 0.4

経常利益   127,481 34.2  159,751 31.1

Ⅵ 特別利益      

１．子会社株式売却益   33,464 33,464 9.0 － － 

税引前当期純利益   160,945 43.2  159,751 31.1

法人税、住民税及び事業税   84,362 66,046   

法人税等調整額   △18,663 65,699 17.6 △170 65,875 12.8

当期純利益   95,246 25.6  93,875 18.3

前期繰越利益   94,576  － 

当期未処分利益   189,823  － 

       



製造原価明細書 

 （注） 

   
第５期事業年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

第６期事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 労務費  66,947 72.9 75,712 52.7

Ⅱ 経費 ※１ 24,849 27.1 68,008 47.3

当期総製造費用  91,797 100.0 143,720 100.0 

期首仕掛品たな卸高  1,001 1,124 

合計  92,798 144,845 

期末仕掛品たな卸高  1,124 － 

当期製品製造原価  91,673 144,845 

     

第５期事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

第６期事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

※１ 経費の主な内訳は次のとおりであります。 ※１ 経費の主な内訳は次のとおりであります。 

業務委託費 17,093千円

賃借料 4,807千円

修繕維持費 1,417千円

業務委託費 55,754千円

賃借料 6,708千円

修繕維持費 2,157千円

 ２ 原価計算の方法 

 実際原価による個別原価計算を採用しております。 

 ２ 原価計算の方法 

同左 



③【株主資本等変動計算書】 

第６期事業年度（自平成18年１月１日 至平成18年12月31日） 

  

株主資本 

純資産合計 
資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合
計 

資本準備金 利益準備金 
その他利益剰余金 

利益剰余金合計
繰越利益剰余金 

平成17年12月31日残高（千円） 373,900 219,134 240 189,823 190,063 783,098 783,098

事業年度中の変動額      

新株の発行 236,812 236,812 473,625 473,625

当期純利益    93,875 93,875 93,875 93,875

利益処分による役員賞与    △2,500 △2,500 △2,500 △2,500

事業年度中の変動額合計（千円） 236,812 236,812 － 91,375 91,375 565,000 565,000

平成18年12月31日残高（千円） 610,712 455,947 240 281,198 281,438 1,348,098 1,348,098



④【キャッシュ・フロー計算書】 

   
第５期事業年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

第６期事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益  160,945 159,751

減価償却費  2,887 3,114

新株発行費償却  274 －

株式交付費償却  － 1,628

受取利息及び受取配当金  △282 △887

子会社株式売却益  △33,464 －

売上債権の増減額（増加は△）  △17,895 △14,374

仕入債務の増減額（減少は△）  1,722 18,439

たな卸資産の増減額（増加は△）  △123 1,124

その他流動資産の増減額（増加は△）  △3,577 △641

その他流動負債の増減額（減少は△）  12,365 6,158

役員賞与の支払額  △1,500 △2,500

小計  121,351 171,811

利息及び配当金の受取額  282 887

法人税等の支払額  △38,957 △113,507

営業活動によるキャッシュ・フロー  82,676 59,192

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出  － △5,510

無形固定資産の取得による支出  － △1,225

子会社株式売却による収入  178,799 －

保証金の回収による収入  14,086 －

保証金の差入による支出  △19,721 △12,260

投資活動によるキャッシュ・フロー  173,164 △18,996

 



   
第５期事業年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

第６期事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入  146,777 463,739

財務活動によるキャッシュ・フロー  146,777 463,739

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少は
△） 

 402,619 503,935

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  382,284 784,904

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 784,904 1,288,839

    



⑤【利益処分計算書】 

   
第５期事業年度 
（株主総会承認日 
平成18年３月22日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益  189,823 

Ⅱ 利益処分額  

役員賞与金  2,500 2,500 

Ⅲ 次期繰越利益  187,323 

   



重要な会計方針 

項目 
第５期事業年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

第６期事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

仕掛品 

 個別法による原価法を採用しておりま

す。 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

① 有形固定資産 

 定率法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

① 有形固定資産 

同左 

  建物       10～18年 

器具備品     ４～５年 

  

  ② 無形固定資産 

 定額法によっております。なお自社

利用のソフトウェアについては、見込

利用可能期間（５年）に基づく定額法

によっております。 

② 無形固定資産 

同左 

３．繰延資産の処理方法 新株発行費 

 商法施行規則に規定する最長期間（３

年間）で均等償却しております。 

株式交付費 

 企業規模拡大のために行う資金調達等

の財務活動に係るものは繰延資産に計上

し、定額法（３年間）により均等償却し

ております。 

ただし、前期以前に計上したものは従来

どおり３年間で均等償却しております。 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 

５．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

 同左 

６．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜き方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 



会計処理方法の変更 

第５期事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

第６期事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

─ 

      

              

  

 

  

   

固定資産の減損に係る会計基準 

 当事業年度より固定資産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損に係る会計基準に設定に関する意見書」

（企業会計審議会 平成14 年８月９日）及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第６号 平成15年10月31日））を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。  

─ 

  

  

  

  

役員賞与に係る会計基準 

 当事業年度より、「役員賞与に係る会計基準」（企業

会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４

号）を適用しております。これによる損益に与える影響

はありません。 

─ 

      

              

  

 

  

   

貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 

  当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月

９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。 

 当事業年度における従来の表示による資本の部の合計

に相当する額は1,348,098千円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお

ける貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。 

─ 繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い 

 当事業年度より、「繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年８月11日 実

務対応報告第19号）を適用しております。 

 これにより、経常利益、税引前当期純利益は、1,940千

円増加しております。 



表示方法の変更 

第５期事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

第６期事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

─  当事業年度より、「繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年８月11日 実

務対応報告第19号）を適用しております。 

 これにより、下記のとおり表示方法を変更しておりま

す。 

（貸借対照表） 

 前事業年度において、繰延資産の部に表示しておりま

した「新株発行費」は、当事業年度より「株式交付費」

として表示しております。 

 （損益計算書）  

 前事業年度において、営業外費用で表示しておりまし

た「新株発行費償却」は、当事業年度より「株式交付費

償却」として表示しております。  

 （キャッシュ・フロー計算書） 

 前事業年度において、営業活動によるキャッシュ・フ

ローに表示しておりました「新株発行費償却」は、当事

業年度より「株式交付費償却」として表示しておりま

す。 



追加情報 

第５期事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

第６期事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の

表示方法 

 「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書

上の表示についての実務上の取扱い」（平成16年２月13

日企業会計基準委員会 実務対応報告第12号）が公表さ

れたことに伴い、当期から同実務対応報告に基づき、法

人事業税の付加価値割及び資本割2,696千円を、販売費及

び一般管理費に計上しております。  

  

─   

  

  

  

 

  

  

  

  



注記事項 

（貸借対照表関係） 

（損益計算書関係） 

第５期事業年度 
（平成17年12月31日） 

第６期事業年度 
（平成18年12月31日） 

※１ 関係会社に対する資産・負債 

 区分掲記されたもの以外で各勘定項目に含まれて

いる関係会社に対する金額は次のとおりでありま

す。 

※１ 関係会社に対する資産・負債 

 区分掲記されたもの以外で各勘定項目に含まれて

いる関係会社に対する金額は次のとおりでありま

す。 

差入保証金 14,086千円

未払金 13,837千円

差入保証金 26,347千円

未払金 20,798千円

※２ 会社が発行する株式 普通株式 20,000株

発行済株式総数 普通株式 6,220.61株

※２  

─ 

第５期事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

第６期事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの ※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

従業員給与 47,210千円

役員報酬 17,299千円

システム利用料 15,821千円

販売促進費 12,899千円

支払報酬 10,645千円

減価償却費 2,842千円

従業員給与 67,846千円

役員報酬 24,498千円

システム利用料 16,638千円

販売促進費 10,874千円

支払報酬 18,369千円

賃借料 11,641千円

減価償却費 2,232千円

おおよその割合 おおよその割合 

販売費 9.2％

一般管理費 90.8％

販売費 5.2％

一般管理費 94.8％

    



（株主資本等変動計算書関係） 

第６期事業年度（自平成18年１月１日 至平成18年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加1,050株は、株式会社大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケッ

ト－「ヘラクレス」市場への上場に伴う募集株式発行による増加が1,000株、新株予約権の行使によ

る増加が50株であります。  

２．自己株式は保有しておりませんので、該当事項はありません。 

  

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注）平成15年新株予約権、平成17年新株予約権に関する事項は、（ストック・オプション等関係）に記載して

おります。 

  

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  
前事業年度末株式 
数（株） 

当事業年度増加株 
式数（株） 

当事業年度減少株 
式数（株） 

当事業年度末株式 
数（株） 

発行済株式         

普通株式（注）１ 6,220.61 1,050 － 7,270.61 

合計 6,220.61 1,050 － 7,270.61 



（キャッシュ・フロー計算書関係） 

第５期事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

第６期事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成17年12月31日現在） （平成18年12月31日現在） 

現金及び預金勘定 784,904千円

現金及び現金同等物 784,904千円

現金及び預金勘定 1,288,839千円

現金及び現金同等物 1,288,839千円



（リース取引関係） 

 第５期事業年度（自平成17年１月１日 至平成17年12月31日）及び第６期事業年度（自平成18年１月１日 至

平成18年12月31日）においてリース契約１件当たりの金額が少額であるため、注記を省略しております。 

（有価証券関係） 

 第５期事業年度（自平成17年１月１日 至平成17年12月31日）及び第６期事業年度（自平成18年１月１日 至

平成18年12月31日）においては有価証券を保有していないため、該当事項はありません。 

（デリバティブ取引関係） 

 第５期事業年度（自平成17年１月１日 至平成17年12月31日）及び第６期事業年度（自平成18年１月１日 至

平成18年12月31日）においてはデリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。 

（退職給付関係） 

第５期事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

第６期事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 当社は、退職給付制度として確定拠出型年金制度を

設けております。 

 また、確定給付型の制度として総合設立型の厚生年

金基金に加入しております。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 当社は、退職給付制度として確定拠出型年金制度を

設けております。 

 また、確定給付型の制度として総合設立型の厚生年

金基金に加入しております。 

２ 退職給付債務に関する事項 

 総合設立型厚生年金基金については、自社の拠出に

対応する年金資産の額が合理的に算定できないため、

退職給付債務の計算には含めず、掛金拠出額を退職給

付費用として処理する方法を採用しております。 

 なお、当社が加入しております総合設立型厚生年金

基金の加入人数により算定した、当社に係る年金資産

額（時価）は、24,635千円であります。 

２ 退職給付債務に関する事項 

 総合設立型厚生年金基金については、自社の拠出に

対応する年金資産の額が合理的に算定できないため、

退職給付債務の計算には含めず、掛金拠出額を退職給

付費用として処理する方法を採用しております。 

 なお、当社が加入しております総合設立型厚生年金

基金の加入人数により算定した、当社に係る年金資産

額（時価）は、45,065千円であります。 

３ 退職給付費用に関する事項 

 当事業年度の、当社の確定拠出年金への掛金支払額

は2,477千円であり、退職給付費用としております。 

 また、当事業年度の総合設立型厚生年金基金への拠

出額は、2,397千円であり、退職給付費用としておりま

す。 

３ 退職給付費用に関する事項 

 当事業年度の、当社の確定拠出年金への掛金支払額

は3,055千円であり、退職給付費用としております。 

 また、当事業年度の総合設立型厚生年金基金への拠

出額は、3,391千円であり、退職給付費用としておりま

す。 



（ストック・オプション等関係） 

第６期事業年度（自平成18年１月１日 至平成18年12月31日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

 （注）株式数に換算して記載しております。 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

 
平成15年 

ストック・オプション 
平成17年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 
当社の取締役５名 

当社の従業員５名 

当社の取締役３名 

当社の従業員５名 

ストック・オプション数（注） 普通株式400株 普通株式220株 

付与日 平成15年３月15日 平成17年６月15日 

権利確定条件 

新株予約権者は、権利行使

時において当社又は当社子

会社の取締役、従業員その

他これに準ずる地位にある

ことを要します。ただし、

任期満了により取締役を退

任した場合、定年退職その

他正当な理由のある場合と

して当社の取締役会が認め

た場合にはこの限りではあ

りません。 

新株予約権者は、権利行使

時において当社又は当社子

会社の取締役、従業員その

他これに準ずる地位にある

ことを要します。ただし、

任期満了により取締役を退

任した場合、定年退職その

他正当な理由のある場合と

して当社の取締役会が認め

た場合にはこの限りではあ

りません。 

対象勤務期間 
対象勤務期間の定めはあり

ません。 

対象勤務期間の定めはあり

ません。 

権利行使期間 
至 平成17年３月15日 

至 平成25年３月14日 

自 平成19年６月３日 

至 平成27年６月２日 

    
平成15年 

 ストック・オプション 
平成17年 

 ストック・オプション 

権利確定前 （株）   

前事業年度末   400 220 

付与   － － 

失効   20 30 

権利確定   380 － 

未確定残   － 190 

権利確定後 （株）   

前事業年度末   － － 

権利確定   380 － 

権利行使   50 － 

失効   － － 

未行使残   330 － 



② 単価情報 

    
平成15年 

ストック・オプション 
平成17年 

ストック・オプション 

権利行使価格 （円） 88,500 200,000 

行使時平均株価 （円） 1,705,000 － 

公正な評価単価（付与日） （円） － － 



（税効果会計関係） 

（持分法損益等） 

 第５期事業年度（自平成17年１月１日 至平成17年12月31日）及び第６期事業年度（自平成18年１月１日 至

平成18年12月31日）においては関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

第５期事業年度 
（平成17年12月31日） 

第６期事業年度 
（平成18年12月31日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

（繰延税金資産）  

減価償却費損金算入限度超過額 209千円

未払事業税否認額 5,478千円

繰延税金資産合計 5,688千円

（繰延税金資産）  

減価償却費損金算入限度超過額 281千円

未払事業税否認額 2,525千円

未払金否認額  3,051千円

繰延税金資産合計 5,858千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳 

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が百分の五以下であるため注記を省略

しております。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳 

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が百分の五以下であるため注記を省略

しております。 



【関連当事者との取引】 

第５期事業年度（自平成17年１月１日 至平成17年12月31日） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

 （注）１．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。なお差入保証金には

消費税等は含まれておりません。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

① 不動産賃借については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定された同社から家主に対する賃

借料及び敷金金額を基礎として、当社使用割合に応じて決定しております。 

② モーニングスター株式会社への子会社株式の売却価格は、簿価純資産法により算出した価格を基礎として

同社との交渉に基づいて決定しております。 

３．資本金は、平成17年12月31日現在で記載しております。 

(2）役員及び個人主要株主等 

 該当事項はありません。 

(3）子会社等 

 該当事項はありません。 

(4）兄弟会社等 

 （注）１．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

① サービスの提供については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。 

② イー・トレード証券株式会社に対する資金の貸付は、債券現先取引によるものであり、価格等は市場金利

を基礎に同社との交渉に基づいて決定しております。 

３．資本金は、平成17年12月31日現在で記載しております。 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
(百万円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

親会社 

ＳＢＩホ

ールディ

ングス株

式会社 

東京都港

区 
51,923 

株式等の

保有を通

じた企業

グループ

の統括・

運営 

（被所有） 

間接 84.9 
１名 

費用の

立替、

不動産

の賃借

等 

給与等費用の

立替 
65,802 未払金 12,217 

不動産賃借料

等の支払 

（注）２ 

7,492 未払金 1,304 

保証金の差入 

（注）２ 
14,086 

差入保証

金 
14,086 

親会社 

モーニン

グスター

株式会社 

東京都港

区 
2,064 

インター

ネットに

よる投資

信託を主

体とした

金融商品

の評価情

報提供 

（被所有） 

直接 84.9 
－ 

子会社

株式売

却 

子会社株式の

譲渡売却代金 
178,799 

－ － 

子会社株式売

却益（注）２ 
33,464 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
(百万円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

親会社の

子会社 

ファイナ

ンス・オ

ール株式

会社 

東京都港

区 
4,555 

総合比較

サイトの

運営、金

融関連事

業の統括 

－ １名 

サービ

スの提

供 

サービスの提

供（注）２ 
38,788 売掛金 27,302 

親会社の

子会社 

イー・ト

レード証

券株式会

社 

東京都港

区 
44,289 

オンライ

ン総合証

券 

－ １名 
資金の

貸付 

資金の貸付 605,349 － － 

利息の受取 

（注）２ 
278 － － 



第６期事業年度（自平成18年１月１日 至平成18年12月31日） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

 （注）１．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。なお差入保証金には

消費税等は含まれておりません。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

① 不動産賃借については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定された同社から家主に対する賃

借料及び敷金金額を基礎として、当社使用割合に応じて決定しております。 

② サービスの提供については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。 

３．資本金は、平成18年12月31日現在で記載しております。 

(2）役員及び個人主要株主等 

 該当事項はありません。 

(3）子会社等 

 該当事項はありません。 

(4）兄弟会社等 

 （注）１．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

① サービスの提供については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。 

② SBIイー・トレード証券株式会社に対する資金の貸付は、債券現先取引によるものであり、価格等は市場

金利を基礎に同社との交渉に基づいて決定しております。 

３．資本金は、平成18年12月31日現在で記載しております。 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
(百万円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

親会社 

ＳＢＩホ

ールディ

ングス株

式会社 

東京都港

区 
54,567 

株式等の

保有を通

じた企業

グループ

の統括・

運営 

（被所有） 

間接 74.8 
１名 

費用の

立替、

不動産

の賃借

等、サ

ービス

の提供 

給与等費用の

立替 
172,386 未払金 18,226 

不動産賃借料

等の支払 

（注）２ 

24,519 未払金 2,571 

保証金の差入 

（注）２ 
12,260 

差入保証

金 
26,347 

サービスの提

供（注）２ 

  

84,210 売掛金 2,892 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
(百万円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

親会社の

子会社 

SBIイ

ー・トレ

ード証券

株式会社 

東京都港

区 
47,646 

オンライ

ン総合証

券 

－ １名 

サービ

スの提

供、資

金の貸

付 

サービスの提

供（注）２ 
6,600 売掛金 5,657 

資金の貸付 600,377 － － 

利息の受取 

（注）２ 
819 － － 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。 

第５期事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

第６期事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１株当たり純資産額 125,485円78銭 

１株当たり当期純利益金額 15,754円51銭 

 潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額 
－  

１株当たり純資産額 185,417円 51銭 

１株当たり当期純利益金額 14,182円 71銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額 
13,264円 85銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であり、期中平均株価が把握できませんので記載し

ておりません。 

  

  
第５期事業年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

第６期事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円） 95,246 93,875 

普通株主に帰属しない金額（千円） 2,500 － 

（うち利益処分による役員賞与金） (2,500)  （－）

普通株式に係る当期純利益（千円） 92,746 93,875 

期中平均株式数（株） 5,887 6,619 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株） － 458 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

① 平成15年３月14日の定時株主

総会によって承認され、同年

３月15日に発行された、商法

第280条ノ20及び第280条ノ21

の規定による新株予約権に基

づく400株 

② 平成17年６月２日の臨時株主

総会によって承認され、同年

６月15日に発行された、商法

第280条ノ20及び第280条ノ21

の規定による新株予約権に基

づく220株 

  

  

－ 

  

  

  

  

  

－ 

  

  

  



（重要な後発事象） 

第５期事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

第６期事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

 ─  平成19年２月19日開催の取締役会において、つぎのよう

に株式分割による新株式の発行を行うことを決議しており

ます。 

 １．平成19年５月１日をもって普通株式１株につき、２株

に分割します。 

 （1）分割により増加する株式数 

 普通株式     7,271株 

 （2）分割方法 

 平成19年４月30日（ただし、当日、前日及び前々日は

株主名簿管理人の休業日につき、実質上は平成19年４月

27日）の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または

記録された株主ならびに端株原簿に記載または記録され

た端株主の所有株１株につき、２株の割合をもって分割

します。 

 なお、分割の結果生ずる１株未満の端株主は、会社法

第235条の規定に従い調整するものとします。 

 ２．発行可能株式総数の増加 

 上記株式分割に伴い、会社法第184条第２項の規定に基

づき、平成19年５月１日をもって当社定款を変更し、当社

の発行可能株式総数を20,000株から40,000株に変更しま

す。 

  

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前事

業年度における１株当たり情報及び当期首に行われた仮定

した場合の当事業年度における１株当たり情報は、それぞ

れ以下のとおりになります。 

  第５期 第６期 

１株当たり純資

産額 
62,742円 89銭  92,708円 76銭 

１株当たり当期

純利益金額 
7,877円 26銭 7,090円 82銭 

潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益金額 

－ 6,631円 49銭 

  

 なお、潜在株

式調整後１株当

たり当期純利益

金額について

は、新株予約権

の残高はありま

すが、当社株式

は非上場であ

り、期中平均株

価が把握できま

せんので記載し

ておりません。 

  



⑥【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

 該当事項はありません。 



【有形固定資産等明細表】 

 （注） 有形固定資産及び無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「前期末残高」、「当期増加額」及び

「当期減少額」の記載を省略しております。 

【社債明細表】 

 該当事項はありません。 

【借入金等明細表】 

 該当事項はありません。 

資産の種類 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
（千円） 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末残
高（千円） 

有形固定資産               

建物 － － － 1,870 847 153 1,023 

器具備品 － － － 10,215 5,543 1,118 4,671 

有形固定資産計 － － － 12,085 6,390 1,272 5,695 

無形固定資産               

商標権 － － － 282 136 28 145 

ソフトウェア － － － 13,652 11,540 1,813 2,112 

その他 － － － 592 － － 592 

無形固定資産計 － － － 14,527 11,676 1,842 2,850 

繰延資産               

株式交付費 － 9,885 － 8,805 1,902 1,628 8,805 

繰延資産計 － 9,885 － 8,805 1,902 1,628 8,805 



【引当金明細表】 

 該当事項はありません。 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 流動資産 

(イ）現金及び預金 

(ロ）売掛金 

相手先別内訳 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注） 消費税等の会計処理は、税抜き方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。 

② 流動負債 

(イ）買掛金 

(ロ）未払法人税等 

区分 金額（千円） 

現金 － 

預金   

普通預金 1,288,839 

小計 1,288,839 

合計 1,288,839 

相手先 金額（千円） 

株式会社ＳＢＩ住信ネットバンク設立準備調査会社 27,300 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 10,080 

株式会社みずほ銀行 9,985 

ＳＢＩイー・トレード証券株式会社 5,657 

株式会社グッドウィル 6,463 

その他 33,982 

合計 93,469 

前期繰越高 
（千円） 

当期発生高 
（千円） 

当期回収高 
（千円） 

次期繰越高 
（千円） 

回収率（％） 滞留期間（日） 

(A) (B) (C) (D)
(C)

───── 
(A) ＋ (B) 

×100

(A) ＋ (D)
───── 
２ 

────── 
(B) 

───── 
365 

79,094 533,516 519,141 93,469 84.7 59.0 

相手先 金額（千円） 

株式会社フルスピード 16,563 

有限会社イー・スクリプト 2,730 

株式会社あとらす二十一 1,115 

株式会社リクルートスタッフィング 364 

Gomez, Inc. 303 

その他 859 

合計 21,935 



区分 金額（千円） 

法人税 15,870 

住民税 4,089 

事業税 6,205 

合計 26,164 



(3）【その他】 

 特記すべき事項はありません。 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

 （注）１．当社は旧商法第220条ノ２第１項に規定する端株原簿を作成しております。 

    ２．平成19年３月14日開催の第６回定時株主総会において、定款の一部変更が決議され、事業年度及び公告掲載

方法は次のとおりとなりました。 

      （1）事業年度 

        ① 事業年度       毎年４月１日から翌年３月31日まで 

        ② 定時株主総会     毎事業年度末日の翌日から３ヵ月以内 

        ③ 基準日        ３月31日 

        ④ 剰余金の配当の基準日 ９月30日（中間配当） 

                     ３月31日（期末配当） 

         なお、第７期事業年度については、平成19年１月１日から平成20年３月31日までの１年３ヵ月となり

ます。また、第７期事業年度における中間配当の基準日は、６月30日となります。 

      （2）公告掲載方法 

        電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることがで

きない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 

事業年度 毎年１月１日から同年12月31日まで 

定時株主総会 ３月中 

基準日 12月31日 

株券の種類 １株券、10株券、100株券、1,000株券 

剰余金の配当の基準日 
６月30日（中間配当） 

12月31日（期末配当） 

１単元の株式数 － 

株式の名義書換え   

取扱場所 
東京都中央区八重洲一丁目２番１号 みずほ信託銀行株式会社 本店証

券代行部 

株主名簿管理人 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 みずほ信託銀行株式会社 

取次所 
みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 

みずほインベスターズ証券株式会社 本店および各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

端株の買取り   

取扱場所 
東京都中央区八重洲一丁目２番１号 みずほ信託銀行株式会社 本店証

券代行部 

株主名簿管理人 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 みずほ信託銀行株式会社 

取次所 
みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 

みずほインベスターズ証券株式会社 本店および各支店 

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載方法 日本経済新聞 

株主に対する特典 該当事項はありません。 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

 当社の親会社であるSBIホールディングス株式会社及びモーニングスター株式会社は、継続開示会社であり、SBIホ

ールディングス株式会社は東京証券取引所及び大阪証券取引所に、モーニングスター株式会社は大阪証券取引所に上

場しております。 

２【その他の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券届出書（有償一般募集増資及び売出し）及びその添付書類 

 平成18年７月13日関東財務局長に提出。 

(2）有価証券届出書の訂正届出書 

 平成18年７月28日及び平成18年８月８日関東財務局長に提出。 

 平成18年７月13日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成18年７月３日

ゴメス・コンサルティング 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているゴメス・コンサルテ

ィング株式会社の平成17年１月１日から平成17年12月31日までの第５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、

キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監

査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財

務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを

含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ゴメス・コンサルテ

ィング株式会社の平成17年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券届出書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 関 根 愛 子 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 善 場 秀 明 

      



独立監査人の監査報告書

 平成19年３月14日

ゴメス・コンサルティング株式会社  

 取締役会 御中    

 監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 井上 隆司  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 遠藤 康彦  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているゴメ

ス・コンサルティング株式会社の平成18年１月１日から平成18年12月31日までの第６期事業年度の財務諸表、すなわち、

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。こ

の財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ゴメス・

コンサルティング株式会社の平成18年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。 
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